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第２次那須塩原市総合計画 前期基本計画策定方針 

１ 計画策定の趣旨 

第２次那須塩原市総合計画は、平成 27 年度からの２箇年で策定を進めていますが、庁内組織による

検討や市民アンケート、審議会の実施などを経て、平成 28 年３月までに「基本構想(素案)」について承認

をいただき、今後 10年間における市の将来像を始めとしたまちづくりの大きな方向性などを定めたところです。 

これから将来像の達成に向けまちづくりを進めていくにあたり、基本施策における現状と課題を明らかにする

とともに、具体的な施策の取り組み内容などを明確にするため、平成 29～33 年度の５年間を計画期間と

した「前期基本計画」を策定します。 
 

【総合計画の計画期間】 

Ｈ29 
年度 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 

          

 

２ 策定体制 

基本構想の策定において組織した体制を継続します。なお、専門部会やワーキングループとの連絡調整に

おいては、企画政策係員による部担当制を敷き、連絡調整等を行います。 

⑴審議機関 

総合計画審議会(30名) 

⑵庁内検討組織 

①策定委員会(16名)…委員長：副市長、委員：各部長級 

②専門部会(９部会)…部会長：各部長、部会員：各課長 

③幹事会(10名)…委員長：企画部長、委員：幹事課長 

④ワーキンググループチーフ会議(10名)…座長：企画政策課長、委員：幹事課長補佐 

⑶議会 

計画内容について説明を行い、意見をいただきます。 

 

３ 第１次後期基本計画を振り返って 

第１次総合計画後期基本計画の具体的な施策における主要事業の進捗状況調査などを実施した結

果、以下のような課題がありました。 

■基本施策によって、具体的な施策のレベル（大小）に差があること。 

■基本施策、目指すべき方向、具体的な施策に同様の表現が使われており、違いが明確でないものがあ

ること。 

■具体的な施策を達成するための事業が、１つの主要事業だけであるとの誤解を受けること。 

■具体的な施策の評価において、目標値が主要事業に対するものであったため、具体的な施策そのもの

の直接的な評価につながらないものがあること。 

基本構想：まちづくりの方向性を定め、その実現に向けた長期的かつ総合的な指針と 

なるもの。次の 10年間を見据えた市の将来像などを示す。 

基本計画(前期)：本市の目指す将来像を 

実現するために、５年間に取り組む具体的な

施策などを示す。 

基本計画(後期) 
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■目標値が行政活動の「結果」にとどまっており、行政活動によって生まれる「成果」を図るためのものとなっ

ていないものがあること。 

■目標値の設定を実現可能な数値とするのか、目標として高く掲げるのか統一されていないこと。 

こうした課題や市民アンケート調査の結果、各専門部会による第１次計画の総括などを踏まえ、市民の

みなさんにとって分かりやすい計画を策定します。 

 

４ 計画の内容 

⑴基本施策別計画 

基本施策別計画には以下の内容を含むものとします。また、これらの内容は見やすさを配慮し、原則見開

き２ページにてレイアウトします。 

項目 内容 

現状 
基本施策における本市の現状を、データなども用い分かりやすく記載し

ます。 

課題 基本施策における本市の課題を簡潔に記載します。 

具体的な施策 
課題を解決するために推進する「具体的な施策」と取り組み内容を記

載します。 

目標値 具体的な施策を達成するための目標値を設定し記載します。 

基本施策で目指す 

まちの姿(目標) 

計画期間内で目指していく「まちの姿」(目標)を分かりやすく記載しま

す。 

関連する計画 基本施策に関連する個別の計画を記載します。 

 

⑵前期基本計画における重点プロジェクト 

基本構想で定める市の将来像「人がつながり 新しい力が湧きあがるまち 那須塩原」の具体化及び県北

の中心都市となるためのステップとして、５年間で特に力を入れて推進していく取り組みを、政策・施策にとら

われない分野横断的な「重点プロジェクト」として設定します。 

 

５ 計画の進行管理 

前期基本計画を着実に推進するため、「実施計画(計画期間：２年間)」を毎年度策定し、具体的な

施策を推進するための主要事業を明確にします。また、主要事業については毎年度行われる「事務事業評

価」で進捗管理し、必要に応じた改善等を行います。 

具体的な施策における目標値については、達成状況を把握し、基本施策の検証等に活用していきます。 
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６ 策定スケジュール 

平成 28年度には４回の審議会を開催、答申をいただいたのち、平成 29年３月市議会に上程します。 
 

【今後のスケジュール(予定)】 
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【政策・施策の体系図】 

 

 

 

 

 

 

根本的な考え方として           包括的に係わるもの 

誰もが生き生きと暮らすために 

豊かな自然と共に生きるために 

まちの安全安心を守るために 

快適で便利な生活を支えるために 

地域の力と交流を生み出すために 

まちの活力を高めるために 

未来を拓く心と体を育むために 

まちの持続的発展のために 

将来像 基本政策 

まちづくりの基本理念 

歴史に学び、 

開拓精神が息づくまちづくり 

人を中心に、 

共に支え合うまちづくり 

自然を守り、 

共生するまちづくり 

人
が
つ
な
が
り 

新
し
い
力
が
湧
き
あ
が
る
ま
ち 

那
須
塩
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自然環境を保全する 

環境汚染を防止する 

災害に対する備えを強化する 

暮らしの安心感を高める 

地域福祉を充実させる 

高齢者福祉を充実させる 

計画的に市街地を整備する 

道路の利便性を高める 

中心市街地を活性化する 

市民協働を推進する 

農業を活性化させる 

観光を活性化させる 

子育て環境を充実させる 

学校教育を充実させる 

地域への愛着を高める 

地域情報化を推進する 

重点 

プロジェクト 

優先的な     取り組み 

将来像の具体化 

基本施策(例) 

基本構想（10年間） 基本計画（５年間） 


